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序

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

　
小
野
田
セ
メ
ン
ト
は
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
、
現

在
の
山
口
県
小
野
田
市
に
設
立
さ
れ
た
我
国
最
初
の
民
間
セ
メ
ン

ト
製
造
企
業
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
同
社
は
、
政
府
が
士
族
授
産

政
策
と
し
て
最
も
強
カ
に
推
進
し
た
士
族
授
産
金
の
貨
付
け
を
う

け
て
設
立
さ
れ
た
士
族
授
産
企
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
士
族

授
産
企
業
の
な
か
で
、
設
立
当
初
か
ら
工
場
制
生
産
様
式
を
採
用

し
た
近
代
的
企
業
と
し
て
は
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
を
含
め
て
、
広

島
紡
綬
会
社
（
明
治
一
四
年
設
立
）
、
岡
山
紡
繍
会
社
（
同
一
六

年
設
立
）
、
名
古
星
電
燈
会
社
（
同
二
〇
年
設
立
）
の
四
社
が
挙

　
　
　
＾
2
）

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
社
の
う
ち
、
会
社
設
立
・
工
場
建
設
・
創

業
期
の
営
業
活
動
等
に
つ
い
て
、
企
業
と
士
族
授
産
金
貸
付
け
を

中
心
と
し
た
政
府
士
族
授
産
政
策
と
の
関
連
を
最
も
純
粋
な
形
で

考
察
し
う
る
の
は
小
野
困
セ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

て
、
同
社
は
代
表
的
な
士
族
授
産
企
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
一
方
、
政
府
士
族
授
産
政
策
が
資
本
主
義
早
期
育
成
を
目
的
と

し
た
殖
産
興
業
政
策
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
↑
）

に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
現
実
の
産
業
資
本
に
お
い
て
如
何
に

具
体
的
に
結
実
し
て
い
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
え
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

か
を
示
す
研
究
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
士
族
授
産
企

業
の
中
で
も
代
表
的
な
近
代
的
企
業
で
あ
っ
た
小
野
田
セ
メ
ン
ト

の
会
社
設
立
・
工
場
建
設
・
創
業
期
の
営
業
活
動
等
に
つ
い
て
、

士
族
授
産
金
貸
付
け
を
中
心
と
し
た
政
府
士
族
授
産
政
策
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
、
企
業
の
側
か

ら
明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
課
趨
と
し
た
。
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（
ユ
）
　
現
在
の
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
は
、
明
治
一
四
年
（
一
八

　
八
一
）
、
「
セ
メ
ン
ト
製
造
会
社
」
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

　
明
治
二
四
年
、
鮪
餓
小
野
田
セ
メ
ン
ト
製
造
株
式
会
社
、
同
二
六
年
、

　
小
野
田
セ
メ
ン
ト
製
造
株
式
会
社
、
そ
し
て
昭
和
二
六
年
（
一
九
五

　
一
）
、
小
野
囲
セ
メ
ン
ト
株
式
会
祉
、
と
社
名
が
改
称
さ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
と
は
、
こ
れ
ら
の
社
名
を
総
称
し
た
も

　
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
設
立
当
初
か
ら
機
械
体
系
を
備
え
た
工
場
制
生
産
様
式
を
採
用

　
し
た
士
族
授
産
企
業
で
資
料
上
確
認
さ
れ
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

　
こ
の
四
社
で
あ
る
。

（
3
）
　
こ
れ
ら
の
四
社
の
う
ち
、
広
島
紡
績
会
社
の
第
一
工
場
は
政
府

　
官
営
工
場
が
払
下
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
第
ニ
エ
場
も
官
営

　
工
場
建
設
ス
タ
ッ
フ
が
懲
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
岡
山
紡

　
績
会
社
の
場
合
は
、
既
存
の
紡
繊
会
社
に
政
府
士
族
授
産
金
の
貸
付

　
け
を
う
け
た
士
族
の
団
体
が
資
本
参
加
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
名
古

　
屋
電
燈
会
社
に
つ
い
て
は
、
営
業
開
始
以
前
に
政
府
士
族
授
産
金
の

　
償
還
が
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
償
遼
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

　
し
た
諸
点
を
考
慮
す
る
と
、
以
後
本
論
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
小
野

　
田
セ
メ
ン
ト
は
政
府
士
族
授
産
政
策
と
の
関
連
を
最
も
純
粋
に
考
察

　
し
う
る
近
代
的
士
族
授
産
企
業
で
あ
っ
た
。
（
広
島
・
岡
山
紡
綬
会

　
社
に
つ
い
て
は
、
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
締
紡
績
史
』
、
第
三
巻
、
社

　
団
法
人
日
本
綿
業
倶
楽
都
、
一
九
三
八
年
、
名
古
星
電
燈
会
社
に
つ

　
い
て
は
、
『
赫
競
稿
本
　
名
古
屋
電
燈
株
式
会
社
史
』
、
を
参
老
と
し

　
た
。
）

（
4
）
　
吉
川
秀
造
『
雌
舳
士
族
授
産
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
一
九
四
四
年
、

　
一
〇
五
－
一
〇
九
員
。

（
5
）
　
士
族
授
産
政
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
否
の
評
価
が
対
立
し
た

　
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
多
く
、

　
個
別
具
体
的
な
研
究
の
要
講
が
な
さ
れ
て
い
る
（
揖
西
光
遠
「
秩
禄

　
処
分
と
士
族
授
産
」
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
明
治
維
新
研
究
講
座
四
』
、

　
平
凡
社
、
二
五
七
頁
、
石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
成
立
史
研
究
』
、

　
吉
川
弘
文
館
、
一
四
九
員
）
。
そ
れ
を
う
け
て
、
安
藤
精
一
「
福
岡

　
県
の
士
族
授
産
」
、
官
本
又
次
繍
『
商
品
流
通
の
史
的
研
究
』
、
、
ミ
ネ

　
ル
ヴ
ァ
書
房
、
等
が
あ
る
が
、
史
料
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
「
企
業
そ

　
の
も
の
の
経
営
史
的
研
究
」
（
同
書
、
三
八
六
頁
）
に
至
っ
て
い
な

　
い
。
な
お
、
小
野
囲
セ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
藤
津
清
治
氏
が
「
近

　
代
企
業
確
立
史
」
の
観
点
か
ら
既
に
数
多
く
の
論
稿
を
発
表
し
て
い

　
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
士
族
授
産
政
策
を

　
媒
介
と
し
た
「
政
府
と
企
業
」
の
観
点
か
ら
改
め
て
同
社
の
分
析
を

　
試
み
た
も
の
で
あ
る
o

小
野
田
セ
メ
ン
ト
の
設
立
と
士
族
授
産
金

　
小
野
田
セ
メ
ン
ト
設
立
の
中
心
と
な
り
、
同
社
設
立
か
ら
明
治

三
四
年
（
一
九
〇
一
）
ま
で
社
長
を
つ
と
め
た
笠
井
順
八
は
萩
藩

出
身
の
士
族
で
あ
り
、
幕
末
に
は
藩
吏
と
し
て
藩
の
会
計
・
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

等
に
関
す
る
役
職
に
つ
い
て
い
た
。
廃
藩
置
県
後
は
山
口
県
吏
と
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な
り
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
山
口
県
庁
内
に
勧
業
局
が
設

置
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
手
腕
を
か
わ
れ
て
局
長
に
任
ぜ
ら
れ
、

県
下
の
士
族
授
産
と
農
商
に
お
け
る
物
産
の
振
興
を
実
現
し
よ
う

　
　
＾
2
）

と
し
た
。
し
か
し
翌
七
年
、
勧
業
局
の
運
営
方
針
・
資
本
金
の
帰

属
等
を
め
ぐ
っ
て
、
士
族
と
農
商
の
対
立
が
深
刻
化
す
る
と
、
政

治
的
混
乱
を
懸
念
す
る
木
戸
孝
尤
、
井
上
馨
ら
の
指
導
下
で
、
同

局
は
、
士
族
の
た
め
の
士
族
授
産
局
（
後
に
士
族
就
産
所
と
改
称
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

と
農
商
の
た
め
の
協
同
会
社
に
分
裂
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
分
裂
に

強
く
反
対
し
て
き
た
笠
井
は
、
山
口
県
吏
と
し
て
の
仕
事
に
隈
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

を
感
じ
、
「
民
間
ニ
テ
何
力
事
業
ヲ
発
起
セ
ン
ト
堅
ク
決
心
」
し

て
、
山
口
県
吏
を
辞
職
し
た
。
そ
の
後
明
治
二
一
年
（
一
八
七
九
）

頃
、
彼
は
工
部
省
深
川
工
作
分
局
す
な
わ
ち
官
営
深
川
セ
メ
ン
ト

エ
場
の
存
在
を
知
り
、
セ
メ
ン
ト
事
業
に
強
い
関
心
を
抱
く
に
至

っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
勧
業
局
の
分
裂
を
通
じ
て
面
識
を
得
た
当

時
参
議
兼
工
部
卿
井
上
馨
の
助
カ
に
よ
っ
て
、
官
営
セ
メ
ン
ト
エ

場
で
セ
メ
ン
ト
製
造
に
つ
い
て
研
究
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
結

果
、
彼
は
セ
メ
ン
ト
事
業
を
発
起
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
井
上
の

聖
言
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
本
調
達
を
政
府
士
族
授
産
金
に
求
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
士
族
授
産
金
と
は
、
禄
制
処
分
に
よ
っ
て
困
窮
化
し
た

士
族
の
団
体
一
結
社
等
が
農
工
商
各
種
の
事
業
を
発
起
す
る
に
あ

た
っ
て
、
政
府
が
資
金
を
寛
大
な
る
条
件
で
貸
付
け
た
も
の
で
あ

り
、
政
府
士
族
授
産
政
策
に
お
い
て
は
最
も
カ
が
注
が
れ
、
広
汎

に
わ
た
っ
た
施
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
貸
付
け
は
、
明
治
一
二
年

（
一
八
七
九
）
三
月
か
ら
同
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
三
月
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
総
額
は
約
五
二
五
万
円
に
達
し
た
と
い
う
。

　
笠
井
は
井
上
の
賛
同
を
得
る
と
、
士
族
授
産
金
を
借
入
れ
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

め
に
士
族
三
八
名
の
同
志
を
募
り
、
『
就
産
金
拝
借
願
』
を
政
府

に
提
出
し
、
六
一
、
六
〇
〇
円
の
借
入
れ
を
串
講
し
た
。
こ
の
内

訳
は
、
機
械
設
備
建
物
土
地
代
三
一
、
六
〇
〇
円
と
半
年
間
の
原

料
費
を
含
む
運
転
質
本
三
〇
、
○
○
○
円
で
あ
っ
た
。
低
当
に
は
、

禄
制
廃
止
後
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
か
ら
士
族
に
交
付
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

れ
た
金
禄
公
債
中
最
も
交
付
率
が
高
か
っ
た
七
分
利
付
金
禄
公
債

八
八
、
○
O
O
円
を
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
低
当
額
が
八
八
、
○

○
○
円
で
あ
っ
た
理
由
は
、
当
時
公
債
の
市
価
が
値
下
り
し
て
、

七
分
利
付
金
禄
公
償
の
市
価
が
額
面
の
七
割
程
度
に
当
た
っ
て
い

た
た
め
で
あ
る
（
八
八
、
○
○
○
×
○
・
七
”
六
一
、
六
〇
〇
）
。
ま

た
、
こ
の
公
償
は
、
七
分
利
付
金
禄
公
債
額
面
五
〇
円
に
対
し
て

設
立
さ
れ
る
会
社
の
株
券
一
株
を
発
行
し
、
一
、
七
六
〇
株
の
株

主
を
士
族
か
ら
募
集
し
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
士
族
授
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生
金
の
借
入
条
件
は
、
最
初
の
五
年
間
を
元
金
無
利
据
置
、
六
年

目
よ
り
年
利
四
％
の
一
五
年
賦
に
よ
る
償
還
を
申
請
し
た
。

　
政
府
は
こ
の
申
請
に
対
し
て
、
明
治
ニ
ニ
年
（
一
八
八
○
）
八

月
に
申
請
額
を
二
五
、
○
○
○
円
に
減
額
し
、
そ
の
他
の
条
件
は

申
請
通
り
と
し
て
貸
付
け
を
許
可
し
た
。
減
額
さ
れ
た
理
由
は
、

こ
の
年
に
山
口
県
で
貸
付
け
ら
れ
た
授
産
金
の
総
額
が
、
こ
の
貸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

付
金
を
含
め
て
七
万
円
と
な
り
、
全
国
第
四
位
に
あ
た
っ
て
い
た

た
め
、
各
府
県
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
低
当
・
借
入
条
件
が
申
講
通
り
許
可
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
検
討
を
行
な
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
授
産
金
貸
付
け
に
あ
た
っ

て
、
政
府
は
原
則
的
に
低
当
を
差
出
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

無
低
当
の
貸
付
け
も
数
多
く
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
よ
り
、
同
社

の
七
分
利
付
金
禄
公
債
に
よ
る
低
当
は
審
査
の
段
階
で
全
く
問
題

と
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
五
力
年
元
金
無
利
据

置
、
六
年
目
よ
り
年
利
四
％
の
一
五
年
賦
償
還
と
い
う
借
入
条
件

は
、
政
府
が
貸
付
方
法
の
内
規
と
し
て
定
め
た
『
勧
業
資
金
貸
渡

＾
n
〕

内
規
』
の
製
造
事
業
部
門
の
貸
付
条
件
、
「
据
置
年
限
三
力
年
以

内
、
返
納
年
隈
五
カ
年
以
内
」
に
比
較
す
る
と
緩
や
か
と
い
え
る

が
、
実
際
上
の
政
府
貸
付
条
件
は
こ
の
内
規
よ
り
一
層
寛
大
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
特
に
同
社
に
隈
ら
れ
た
措

置
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
政
府
士
族
授
産
金
が
二
五
、
○
O
○
円
に
減
額
さ
れ
た

た
め
、
笠
井
ら
は
．
当
面
必
要
な
資
金
を
四
〇
、
O
○
○
円
と
見
稜

り
、
七
分
利
付
金
禄
公
債
五
七
、
一
五
〇
円
（
一
、
一
四
三
株
）
を

県
下
の
士
族
か
ら
募
集
し
た
。
募
集
額
が
五
七
、
一
五
〇
円
で
あ

っ
た
理
由
は
前
述
の
理
由
に
よ
る
（
五
七
、
一
五
〇
×
O
・
七
1
－
四

〇
、
○
〇
五
）
。
こ
う
し
て
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
は
会
社
設
立
資
金

の
一
部
と
し
て
士
族
授
産
金
を
借
入
れ
、
公
償
出
資
に
よ
る
変
則

＾
B
）

的
な
株
式
会
社
と
し
て
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
に
山

口
県
か
ら
設
立
許
可
を
う
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
（
ユ
）
　
笠
井
順
八
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
「
贈
位
二
関
ス
ル
取
調
ノ
件

　
　
－
郡
長
取
調
書
　
知
事
官
房
」
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
に
記
載
さ
れ

　
　
て
い
る
ほ
か
、
詳
し
い
研
究
と
し
て
、
藤
津
清
治
「
セ
メ
ン
ト
製
造

　
　
会
社
設
立
発
起
前
史
」
、
『
ピ
ジ
ネ
ス
レ
ピ
ュ
ー
』
第
一
四
巻
第
三
号

　
　
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
2
）
　
「
勧
業
局
ノ
設
廃
・
協
同
会
社
ノ
成
立
・
地
租
引
当
米
ノ
顧
末

　
　
取
調
書
」
、
『
井
上
馨
関
係
文
書
』
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

　
　
所
蔵
。

　
（
3
）
　
勧
業
局
分
裂
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
邦
男
『
明
治
維
新
の
土
地
変

　
　
革
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
八
年
、
小
林
茂
『
長
州
藩
明
治
維

　
　
新
史
研
究
』
、
未
来
社
、
一
九
六
八
年
な
ど
を
参
照
し
た
。
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（
4
）
　
『
笠
井
順
八
氏
直
話
筆
記
』
（
以
下
『
直
話
筆
記
』
）
、
小
野
困
セ

　
メ
ン
ト
株
式
会
社
本
社
所
蔵
。

（
5
）
　
当
時
笠
井
は
井
上
の
薦
め
に
よ
っ
て
、
皇
居
造
営
に
備
え
て
大

　
理
石
の
採
掘
事
業
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
彼
偵
井
上

　
の
助
カ
を
得
て
セ
メ
ン
ト
事
業
を
発
起
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
の

　
間
の
経
過
を
『
直
藷
筆
記
』
は
、
「
東
京
へ
出
テ
井
上
サ
ン
ニ
遭
フ

　
テ
（
セ
メ
ン
ト
事
業
に
つ
い
て
1
1
米
倉
）
色
々
咄
シ
タ
処
ガ
、
井
上

　
サ
ン
モ
ソ
レ
デ
ハ
大
理
石
ノ
方
デ
ハ
職
エ
ヲ
美
術
挙
校
へ
入
レ
、
セ

　
メ
ン
ト
ノ
方
デ
ハ
深
川
工
作
分
局
へ
参
リ
能
ク
研
究
シ
テ
見
タ
ラ
ヨ

　
カ
ロ
ー
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
カ
ラ
エ
作
分
局
二
這
入
リ
色
々

　
研
究
ヲ
始
メ
マ
シ
タ
ガ
、
分
局
デ
ハ
原
料
ノ
石
灰
石
ハ
四
国
、
石
炭

　
ハ
九
州
カ
ラ
供
給
ヲ
仰
グ
ト
云
フ
不
便
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
小
野

　
田
ハ
石
炭
ハ
手
許
ニ
ア
リ
、
原
料
石
灰
石
モ
対
岸
ニ
ァ
レ
パ
、
将
来

　
大
ヰ
ニ
見
込
ア
ル
コ
ト
ヲ
字
都
宮
大
技
長
へ
咄
シ
タ
ラ
、
宇
都
宮
サ

　
ン
モ
大
井
二
賛
成
セ
ラ
レ
、
従
テ
万
事
懇
切
二
教
示
サ
レ
マ
シ
タ
。

　
故
二
典
旨
ヲ
井
上
サ
ン
ニ
復
命
シ
タ
ラ
井
上
サ
ン
モ
ソ
ー
云
フ
訳
ナ

　
ラ
大
理
石
ノ
金
策
ヲ
転
ジ
テ
セ
メ
ン
ト
ノ
方
デ
拝
借
金
ヲ
願
フ
コ
ト

　
・
ナ
リ
』
、
と
述
ぺ
て
い
る
。

（
6
）
　
吉
川
秀
造
『
雄
鮪
士
族
授
産
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
一
九
四
四
年

　
一
六
五
員
以
下
参
照
。

（
7
）
　
井
田
幸
治
編
『
小
野
田
セ
メ
ン
ト
製
造
株
式
会
社
創
業
五
〇
年

　
史
』
（
以
下
『
五
〇
年
史
』
）
、
小
野
田
セ
メ
ト
ン
製
造
株
式
会
社
、

　
一
九
三
一
年
、
三
六
－
四
一
頁
所
収
。
こ
こ
で
、
就
産
金
と
あ
る
の

　
は
、
授
産
金
を
士
族
の
側
か
ら
能
動
的
に
解
釈
し
た
た
め
で
あ
る
。

（
8
）
　
『
明
治
前
期
財
政
経
済
資
料
集
成
』
　
第
八
巻
　
改
造
社
、
一
九

　
三
三
年
、
二
五
八
頁
に
よ
る
と
、
発
行
さ
れ
た
五
分
、
六
分
、
七
分
、

　
一
割
利
付
金
禄
公
償
の
う
ち
七
分
利
付
公
倣
は
金
発
行
額
の
約
八
四

　
％
を
上
］
め
て
い
る
。

（
9
）
　
石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
成
立
史
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
七
二
年
、
二
二
九
頁
。

（
1
0
）
　
吉
川
前
掲
書
の
附
録
H
「
士
族
授
産
金
貸
付
表
」
、
に
は
多
く

　
の
無
低
当
に
よ
る
貸
付
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
同
書
一
八
七
－
一
八
九
頁
所
収
。

（
1
2
）
　
同
書
一
八
九
員
に
は
、
政
府
の
貸
付
条
件
が
こ
の
内
規
よ
り
一

　
層
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
山
口
県
下

　
の
覇
城
会
社
（
帆
船
製
造
、
物
品
海
上
輸
送
業
）
へ
の
授
産
金
三
万

　
円
の
貸
付
条
件
も
、
五
カ
年
元
金
無
利
据
置
、
年
利
四
％
の
一
五
年

　
賦
償
選
で
あ
っ
た
（
同
薔
五
六
一
員
）
。

（
1
3
）
　
同
社
の
公
債
出
資
は
、
公
償
の
所
有
権
を
株
主
に
残
し
た
ま
ま
、

　
そ
の
公
償
を
低
当
と
し
て
借
入
金
を
行
な
う
権
限
を
会
社
に
委
任
す

　
る
と
い
っ
た
変
則
的
な
出
資
形
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
公
償
か
ら

　
生
じ
る
年
七
％
の
利
子
は
株
主
の
所
得
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
則

　
的
な
出
資
形
態
が
採
用
さ
れ
た
理
由
は
、
セ
メ
ン
ト
製
造
と
い
う
未

　
知
の
産
業
に
お
け
る
株
主
募
集
を
容
易
に
す
る
た
め
と
、
当
時
金
禄

　
公
債
の
最
も
一
般
的
な
投
資
先
で
あ
っ
た
国
立
鐸
行
に
比
較
し
て
、

　
株
主
の
不
利
に
な
ら
な
い
こ
と
が
配
慮
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の

　
変
則
性
に
つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
は
、
藤
津
清
治
「
セ
メ
ン
ト
製
造

　
会
社
と
株
式
会
社
」
、
山
城
章
先
生
退
官
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
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編
『
経
営
と
管
理
』
、

中
央
経
済
社
、
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

＝
　
工
揚
建
設
と
技
術
指
導

　
小
野
田
セ
メ
ン
ト
と
政
府
士
族
授
産
政
策
の
関
連
の
中
心
に
あ

る
の
は
士
族
授
産
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
同
社
が
士

族
授
産
金
を
借
入
れ
た
こ
と
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
殖
産
興
業
政

策
の
一
端
を
担
っ
た
士
族
授
産
政
策
が
目
的
と
し
た
近
代
的
産
業

の
育
成
に
お
け
る
、
政
府
と
企
業
と
の
関
連
を
包
括
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
同
社
の
工
場
建
設

と
政
府
の
技
術
指
導
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
笠
井
は
井
上
の
配
慮
に
よ
り
官
営
セ
メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

ト
エ
場
に
お
い
て
、
同
じ
く
萩
藩
出
身
の
士
族
荒
川
佐
兵
衛
と
と

も
に
セ
メ
ン
ト
製
造
に
関
す
る
研
究
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

彼
ら
は
官
営
工
場
の
興
業
費
概
算
表
を
作
成
し
、
そ
の
比
較
の
う

え
で
同
社
工
場
の
建
設
費
概
算
を
算
出
し
た
。
さ
ら
に
、
官
営
工

場
は
、
荒
川
の
引
率
に
よ
る
五
名
の
技
術
伝
習
生
を
受
入
れ
、
約

一
〇
力
月
の
技
術
指
導
を
行
な
う
と
と
も
に
、
同
社
か
ら
派
遣
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
三

れ
た
大
工
に
官
営
工
場
の
図
面
取
り
を
許
可
し
て
い
る
。
こ
う
し

て
同
社
工
場
は
明
治
ニ
ハ
年
（
一
八
八
三
）
春
に
ほ
ぽ
完
成
し
た
。

こ
の
頃
、
同
社
は
当
時
の
工
部
卿
佐
々
木
高
行
の
視
察
を
う
け
る

機
会
を
得
た
。
工
部
卿
は
工
場
視
察
後
、
宮
営
工
場
の
宇
都
宮
三

郎
大
技
長
を
官
費
に
よ
っ
て
視
察
派
遣
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

宇
都
宮
は
同
社
工
場
に
一
週
間
滞
在
し
、
詳
細
な
技
術
指
導
を
行

　
　
　
　
＾
4
）

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
同
社
の
工
場
は
ま
さ
に
官
営
工
場
を
模
範
と
し

て
建
設
さ
れ
た
。
官
営
工
場
は
同
社
の
た
め
に
、
設
備
資
産
（
興

業
費
）
の
概
算
、
技
術
伝
習
生
の
受
入
れ
、
そ
し
て
最
高
技
術
者

の
派
遣
な
ど
多
く
の
資
料
提
供
、
技
術
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。
．

こ
う
し
た
同
社
の
工
場
建
設
に
対
す
る
、
官
営
工
場
の
模
範
工
場

的
側
面
の
実
態
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
セ
メ
ン

ト
製
造
業
の
よ
う
に
移
植
さ
れ
た
産
業
部
門
に
お
い
て
、
本
来
民

間
事
業
創
始
者
が
負
う
べ
き
試
行
錯
誤
を
政
府
官
営
工
場
が
肩
替

　
　
＾
5
〕

り
し
て
、
よ
り
完
成
度
を
高
め
た
一
定
規
模
の
工
場
を
模
範
工
場

と
し
て
民
間
に
普
及
す
る
と
い
う
実
態
は
、
官
業
払
下
げ
の
実
態

と
と
も
に
、
後
発
的
資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
近
代
的
産
業
の
育

成
と
い
う
点
で
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
官
営

深
川
セ
メ
ン
ト
エ
場
は
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
浅
野
総
一

郎
に
払
下
げ
ら
れ
て
浅
野
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
と
な
り
、
小
野
田

セ
メ
ン
ト
と
と
も
に
戦
前
の
セ
メ
ン
ト
業
界
を
二
分
し
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
我
国
セ
メ
ン
ト
業
に
お
け
る
官
営
工
場
の
果
た
し
た

283



1

（123）政府士族授産政策と小野困セメント

技
術
的
役
割
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
同
社
の
工
場
建
設
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き

点
は
、
同
社
工
場
の
主
要
機
器
が
、
第
－
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

陸
軍
大
阪
砲
兵
工
廠
に
発
注
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
笠
井
ら

は
、
こ
れ
ら
の
機
械
類
の
発
注
に
あ
た
り
、
工
部
省
赤
羽
工
作
分

第1表 工場およぴ工場建設用主要機器

名 称 発　注 先 代　価

動 公称20馬カ蒸気機関 隆軍大阪砲兵工廠

カ 蒸気機関給水用ポンプ 〃

／岬・円

機 公称8馬カ蒸気機関ω 工部省兵庫造船局ω （1，800円㈹）

撹　枠 機 陸軍大阪砲兵工廠 不　詳
作

フレットミル
” ”

業 運転柄杓
〃 ”

六　角 飾 〃 ”

機
モルタル練機ω 工部省兵庫造船局㈹ 備考（帥

出典：

備考：

「第一回営業報告書」，井田幸治銅『小野田セメント製造株式会社創菜50
年史』。

（1）8馬カ蒸気機関はモルタル練機と組含され。セメン｝製造用てはなく

　　工場建設のみに使用された。

（2）原典ては，工部省神戸工作局となっている。

（3）この1，800円はモルタル練機を舎む値段である。

局
、
海
軍
築
地
兵
器
製
造
所
、
工
部
省
兵
庫
造
船
局
、
陸
軍
大
阪

砲
兵
工
廠
等
で
見
稜
り
を
行
な
い
、
最
も
安
価
で
あ
っ
た
大
阪
砲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

兵
工
廠
に
主
要
機
器
を
発
注
し
た
の
で
あ
っ
た
。
大
阪
砲
兵
工
廠

は
当
時
多
数
の
民
間
用
蒸
気
機
械
、
旋
盤
等
を
製
造
し
て
い
た
と

　
　
＾
7
）

推
察
さ
れ
、
低
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
民
間
の
機
械
器
具
工
場
の

生
産
手
段
生
産
を
代
位
補
充
し
て
、
日
本
資
本
主
義
発
展
の
遭
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

切
り
ひ
ら
く
先
達
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
指

摘
が
同
社
に
お
い
て
は
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
1
）
　
荒
川
佐
兵
衛
は
笠
井
と
と
も
に
同
社
の
発
起
人
と
な
り
、
会
社

設
立
後
は
技
長
と
な
っ
た
が
、
そ
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

　
る
o

（
2
）
　
「
深
川
工
作
分
周
セ
メ
ン
ト
製
造
興
業
費
概
算
・
山
口
県
下
セ

　
メ
ン
ト
製
造
興
業
費
概
算
」
、
小
野
囲
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
所
蔵
。

（
3
）
　
「
セ
メ
ン
ト
製
造
会
社
第
一
回
営
業
報
告
蕃
　
明
治
一
五
年
一

　
二
月
末
」
（
以
下
「
第
何
回
営
業
報
告
書
」
）
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株

式
会
社
所
蔵
。

（
4
）
　
前
掲
『
直
話
筆
記
』
に
は
、

「
－
…
明
治
十
六
年
春
二
至
リ
略
ホ
（
工
場
ガ
ー
1
米
倉
）
出
来
タ
折

柄
、
佐
々
木
工
部
卿
ガ
御
用
ヲ
以
テ
九
州
地
方
へ
参
ラ
レ
タ
故
、
馬

関
二
於
テ
幸
ヒ
随
行
ノ
佐
藤
書
記
官
ハ
同
県
人
デ
ァ
ル
カ
ラ
、
同
氏

　
ヲ
介
シ
テ
エ
場
ノ
御
一
覧
ヲ
伺
ヒ
出
タ
所
、
見
テ
ヤ
ロ
ー
ト
云
フ
事

デ
直
二
工
場
へ
迎
ヘ
テ
一
覧
二
供
シ
タ
ガ
、
工
部
卿
ノ
申
サ
レ
ル
ニ
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ハ
是
ダ
ケ
ノ
仕
構
ヲ
ス
ル
ニ
技
師
モ
置
カ
ヌ
ト
云
フ
ハ
余
リ
ニ
モ
犬

　
胆
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
先
ヅ
字
都
宮
デ
モ
呼
ン
デ
見
セ
タ
ラ
ド
ー
カ
ト
ノ

　
仰
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
自
分
ハ
ソ
レ
ハ
誠
ニ
ョ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス

　
ガ
、
大
技
長
ト
モ
ア
ル
人
ヲ
呼
ブ
ニ
ハ
莫
犬
ノ
費
用
ガ
入
ル
、
今
此

　
困
難
シ
ツ
ツ
ア
ル
場
合
ナ
レ
バ
、
少
シ
ノ
金
デ
モ
エ
場
へ
掛
ケ
ネ
バ

　
ナ
ラ
ヌ
場
合
デ
ア
ル
ト
答
ヘ
タ
ラ
、
佐
々
木
工
部
卿
ハ
、
イ
ヤ
金
ク

　
イ
ヲ
ヌ
字
都
宮
ハ
官
ヨ
リ
出
張
ヲ
命
ズ
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
間
モ
ナ

　
ク
字
都
宮
サ
ン
ガ
来
ラ
レ
タ
ー
…
（
中
略
）
・
：
・
－
字
都
官
大
技
長
ハ

　
一
週
間
モ
事
務
所
へ
泊
込
ミ
、
昼
夜
ノ
区
別
ナ
ク
教
示
ヲ
賜
リ
、
－

　
．
．
．
L

　
と
、
こ
の
間
の
政
府
の
援
助
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
5
）
　
深
川
官
営
工
場
は
、
明
治
五
年
頃
大
蔵
省
管
轄
で
設
立
さ
れ
て

　
以
来
、
内
務
省
管
轄
、
工
部
省
管
轄
の
下
で
、
宇
都
宮
を
中
心
と
し

　
た
技
術
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
、
実
験
、
拡
張
等
・
の
試
行
錯
誤
を
く
り

　
返
し
、
工
都
省
管
轄
と
な
っ
た
明
治
七
年
か
ら
同
二
一
年
ま
で
に
投

　
下
さ
れ
た
資
本
額
（
興
業
費
・
営
業
費
・
国
庫
補
填
金
等
）
は
約
一

　
七
万
円
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
和
囲
寿
次
郎
編
『
浅
野
セ
メ
ン
ト

　
沿
革
史
』
、
浅
野
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
　
一
九
四
〇
年
　
一
－
九
一

　
頁
）
。

（
6
）
　
「
第
一
回
営
業
報
告
書
」
お
よ
ぴ
『
直
語
筆
記
』
。

（
7
）
　
小
山
弘
健
「
日
本
軍
事
工
業
発
達
史
」
、
小
山
弘
健
等
著
『
日

　
本
産
業
機
構
研
究
』
、
伊
藤
書
店
、
一
九
四
三
年
、
七
一
員
。

（
8
）
　
川
浦
康
次
「
殖
産
興
業
」
、
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

　
編
『
講
座
B
本
史
　
5
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
二
〇
六
頁
。

一
一
一
創
業
期
に
お
け
る
士
族
授
産
金
の
役
割

　
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
九
月
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
は
営
業

活
動
を
開
始
し
、
そ
の
創
業
期
に
入
っ
た
。
翌
一
七
年
四
月
、
同

社
は
政
府
に
対
し
て
、
士
族
授
産
金
二
五
、
○
O
O
円
の
低
当
と

し
て
差
出
し
て
い
た
金
禄
公
償
と
同
社
の
工
場
機
械
設
備
土
地
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

の
入
換
え
を
求
め
る
『
御
貸
金
低
当
入
換
願
』
と
・
明
治
一
八
年

（
一
八
八
五
）
八
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
士
族
授
産
金
の
償
還
期
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

延
期
を
求
め
る
『
御
貸
金
延
期
願
』
を
出
願
し
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
願
書
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
要
因
を
分
析
し
、
こ
の

出
願
が
政
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
意
義
を
、
同
社
の
「
創
業
期
に
お

け
る
士
族
授
産
金
の
役
割
」
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
御
貸
金
低
当
入
換
願
』
（
以
下
『
入
換
願
』
）
と
は
、
同
社
が

士
族
授
産
金
借
入
れ
の
低
当
と
し
て
差
出
し
て
い
た
金
禄
公
償
額

面
三
三
、
〇
二
五
円
と
、
同
社
の
完
成
し
た
工
場
機
械
設
備
土
地

（
評
価
額
三
五
、
一
八
四
円
余
）
と
の
抵
当
入
換
を
出
願
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
『
入
換
願
』
が
営
業
開
始
の
約
半
年
後
に
早
く
も

提
出
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
の
段
階
で
同
社
の
資
金
繰
り
が
行
詰
ま

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
社
は
設
立
時
に
、

ヨ83
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士
族
授
産
金
六
一
、
六
〇
〇
円
の
借
入
れ
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、

貸
付
額
が
二
五
、
O
O
○
円
に
減
額
さ
れ
た
た
め
、
当
面
必
要
な

資
金
を
四
〇
、
○
○
O
円
と
見
積
り
、
公
債
出
資
五
七
、
一
五
〇
円

を
募
集
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
一
七
年
一
月
段
階

第2表 セメント製造高・出荷高表

年 度
1製造高 繰越

在庫高
計 出荷高

，出荷率　（％）

明治16年（9－12月） 107 107 29 （27．1）

〃 17年 586 78 646 92 （13．9）

〃 18年 806 572 1，378 一454 （33．O）

”

19年 680 924 1，604 405 （25．2）

”

20年 1，361 1，199 2，560 1，925 （75．2）

”

21年 1，883 635 2，518 2．263 （89．9）

〃

22年 2，886 255 3，ユ4ユ 3，481 （66．0）

出典1『セメント製造売却高附敢簿』，『諸統計刻，小野田セメント株式会社所蔵。

備考1（1）嶺位はトン。

　　　（2〕級越在庫高；合計欄一出荷高，

　　　　　と考えられる。
とLたためI爽敏とは若干の梱違がある

で
、
同
社
の
興

業
費
（
設
備
資

産
額
）
と
会
社

設
立
等
に
要
し

た
創
業
入
費
の

合
計
だ
け
で
四

五
、
一
一
二
円

＾
3
〕

余
と
な
り
、
既

に
四
万
円
を
超

過
し
て
い
た
。

同
社
は
こ
の
超

過
の
段
階
で
、

増
資
と
い
う
か

た
ち
で
再
び
士

族
か
ら
公
償
出

資
を
あ
お
ぐ
計

画
で
あ
っ
た
。

い
る
よ
う
に
、

し
か
し
、
『
入
換
願
』
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

こ
の
増
資
は
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

「
…
：
（
増
資
を
H
米
倉
）
追
て
募
集
の
筈
な
る
を
以
て
方
今

之
を
募
集
せ
ん
と
す
る
に
当
り
適
々
本
県
下
士
族
就
産
の
目
的

を
以
て
設
立
せ
る
共
興
社
、
自
治
社
其
他
数
多
の
会
社
続
々
倒

産
廃
減
し
、
之
が
為
め
士
族
の
損
害
を
蒙
る
も
の
其
の
数
を
知

ら
ず
、
頗
る
不
安
の
感
覚
を
与
へ
一
般
人
情
糞
に
懲
り
て
冷
を

吹
き
当
初
共
進
の
気
カ
頓
に
挫
折
募
集
の
渋
滞
を
来
せ
り
。
」

　
こ
の
時
期
は
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
一
〇
月
の
政
変
以

後
、
大
隈
重
信
に
か
わ
っ
て
大
蔵
卿
に
就
任
し
た
松
方
正
義
が
、

西
南
戦
争
以
後
の
不
換
紙
幣
増
発
・
イ
ン
フ
レ
激
化
に
対
し
て
、

紙
幣
整
理
・
銀
本
位
制
の
確
立
を
急
務
と
し
た
超
均
衡
財
政
、
所

謂
松
方
デ
フ
レ
政
策
を
推
進
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

金
融
逼
追
、
金
利
高
騰
、
市
場
の
狭
小
等
に
よ
っ
て
、
多
く
の
士

族
授
産
事
業
が
倒
産
し
、
増
資
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、

第
2
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
ニ
ハ
年
の
出
荷
率
は
二
七
・

一
％
、
一
七
年
は
二
二
・
九
％
と
非
常
に
低
く
、
と
て
も
配
当
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

出
せ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
同
社
は
借
入
金
に
よ
る
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第3表 明治17年ユ月の借入金，支払利息

借　入　先 1借入額1 年　　利 ，支払利息1 抵 当

政府士族授産金 25，000 無利据置中 O 金禄公債33，025

士族就産所 24，500

｛20，OOO＝10％・　4，50C＝8％　　、

ト…

山口県勧業課 6，800 10％ 680 金禄公債44，535

矢　野　満　介 3，700 10％ 370

計
1・・… 1 ，乳…1 81，560

’ （株主以外から23，510）

借入金低当として
借入れた金禄公債

T　23510　　」 1実価の・・ 1…

年支払利一自、合計 3，739

出典1r皇背塞奉借入金一件』・小野田セメント株式会社本社所蔵。

梢i圭三　“、蛍什肚四一

出典1

備考1

r皇背塞奉借入金一件』・小野田セメント株式会社本社所蔵。

（1）単位は円。

（2〕年利は全て単利とした。

（3）榛主以外から借入れた金禄公債の種類が不明のため実価は全て額面の7割とLて計算Lた。

費
本
調
達
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
3
表
は
、
明

治
一
七
年
一
月
の
同
社
借
入
金
等
の
様
子
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
段
階
で
、
同
社
は
政
府
以
外
か
ら
三
五
、
○
○
O
円
の

借
入
金
を
し
て
い
る
う
え
、
こ
の
借
入
金
の
低
当
と
す
る
た
め
に

金
禄
公
償
二
三
、
五
一
〇
円
を
借
入
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
同

社
は
借
入
金
と
、
借
入
金
の
低
当
と
す
る
た
め
に
借
入
れ
た
公
債

に
対
し
て
、
二
重
の
利
払
い
を
す
る
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
従
っ

て
、
同
社
は
抵
当
を
入
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
に
抵
当
と

し
て
使
え
る
公
償
を
手
元
に
置
き
、
二
重
利
払
い
の
状
態
か
ら
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
占
）

放
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
社
の
経
済
上
の
信
用
を
回
復
し
て
お
く

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
同
社
が
工
場
等
を
低
当
に

銀
行
あ
る
い
は
民
間
の
私
借
に
よ
っ
て
資
本
調
達
を
せ
ず
に
、
政

府
の
低
当
と
入
換
え
た
こ
と
に
は
、
笠
井
を
中
心
と
し
た
経
営
者

の
判
断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
セ
メ
ン
ト
製
造

業
を
含
む
近
代
産
業
の
育
成
の
一
端
を
担
っ
た
士
族
授
産
政
策
の

性
格
を
老
慮
し
た
場
合
、
銀
行
等
の
民
間
に
お
け
る
貸
借
関
係
に

工
場
等
を
低
当
と
し
て
委
ね
る
よ
り
は
、
政
府
と
の
貸
借
関
係
に

委
ね
る
方
が
、
償
遺
期
隈
あ
る
い
は
年
利
等
の
違
約
が
直
接
に
低

当
物
件
の
差
押
え
に
発
展
す
る
可
能
性
が
少
な
い
と
い
う
判
断
が

笠
井
ら
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
期
貸
付
け

386
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を
布
な
う
勧
業
銀
行
等
が
存
在
し
な
か
っ
た
当
時
の
金
融
事
情
の

考
察
を
更
に
深
め
な
け
れ
ぱ
断
定
は
で
き
な
い
が
、
一
般
的
に
非

　
　
　
　
　
　
（
6
）

常
に
寛
大
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
政
府
士
族
授
産
政
策
の
性
格
を
考

え
る
と
、
決
し
て
根
拠
の
な
い
推
測
と
は
い
え
ま
い
。

　
次
に
、
『
御
貸
金
延
期
願
』
（
以
可
『
延
期
願
』
）
と
は
、
明
治

ニ
ニ
年
（
一
八
八
O
）
八
月
か
ら
同
一
八
年
（
一
八
八
五
）
七
月

ま
で
の
五
年
間
据
置
か
れ
、
同
年
八
月
か
ら
年
利
四
％
の
一
五
年

賦
に
よ
る
士
族
授
産
金
の
償
還
期
隈
を
、
更
に
一
〇
年
延
期
し
て

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
八
月
か
ら
と
す
る
こ
と
を
出
願
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
延
期
願
』
が
提
出
さ
れ
た
理
由
は
、
セ

メ
ン
ト
と
い
う
新
製
品
の
需
要
開
拓
の
困
難
性
に
加
え
、
同
社
の

創
業
期
が
松
方
デ
フ
レ
期
と
重
な
り
、
同
社
の
営
業
が
き
わ
め
て

不
振
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
デ
フ
レ
政
策
に
よ
っ
て
当
然
金
融

は
逼
迫
し
、
利
子
は
高
騰
し
た
。
『
入
換
願
』
で
は
、
利
子
支
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

額
は
「
一
力
年
四
千
五
百
五
拾
円
」
に
の
ぽ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
不
換
紙
幣
整
理
に
よ
っ
て
、
貨
幣
価
値
が
上
り
、
国
際
市

場
に
お
い
て
は
円
高
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
輸
入
セ
メ
ン
ト
価

格
が
下
落
し
、
市
場
競
争
上
同
社
の
製
品
も
当
初
予
算
か
ら
の
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

下
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
デ
フ
レ
下
の
市
場
狭
小

は
、
同
社
の
需
要
開
拓
を
一
層
困
難
な
も
の
と
し
、
出
荷
率
は
伸

ぴ
悩
ん
で
い
た
（
前
掲
第
2
表
）
。
従
っ
て
、
明
治
一
七
年
四
月
の

段
階
で
は
、
翌
一
八
年
八
月
か
ら
は
じ
ま
る
士
族
授
産
金
二
五
、

○
O
○
円
の
年
利
四
％
一
五
年
賦
償
遠
（
単
利
と
し
て
年
額
約

二
、
六
六
七
円
）
は
と
て
も
見
込
み
の
た
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
同
社
は
『
入
換
願
』
と
と
も
に
、
償
遠
期
限
の
一
〇
年

延
期
を
申
請
し
た
『
延
期
願
』
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
通
の
出
願
に
対
し
て
、
政
府
は
明
治
一
七
年
七
月
、

『
入
換
願
』
は
そ
の
ま
ま
許
可
、
『
延
期
願
』
に
つ
い
て
は
、
一
〇

年
延
期
の
申
請
を
三
年
に
短
縮
し
て
許
可
し
た
。
こ
の
段
階
で
、

こ
の
出
願
が
政
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
意
義
は
、
松
方
デ
フ
レ
期
と

重
な
っ
た
同
社
の
そ
の
後
の
営
業
状
態
を
考
慮
す
る
と
一
層
明
ら

か
と
な
ろ
う
。
ま
ず
、
同
社
の
政
府
以
外
、
か
ら
の
借
入
金
は
、

明
治
一
八
年
六
月
末
で
五
八
、
五
五
八
円
余
、
一
九
年
六
月
末
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

は
六
四
、
四
五
九
円
余
と
増
加
し
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
の
後
も
苦

し
い
資
金
繰
り
が
続
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
一

八
年
六
月
末
の
同
社
総
支
出
額
中
、
支
払
利
子
は
七
、
三
二
六
円

余
と
約
四
二
％
、
一
九
年
六
月
末
で
は
、
支
払
利
子
五
、
二
〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
皿
）

円
余
と
約
三
五
％
を
占
め
て
お
り
、
一
七
年
四
月
の
段
階
で
二
通
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の
。
願
書
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
士
族
授
産
金
の
償
還
が
同

社
の
資
金
繰
り
に
と
っ
て
大
き
な
圧
迫
と
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
政
府
の
こ
う
し
た
措
置
が
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
に

対
す
る
特
別
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
政
府
士
族
授
産

政
策
に
お
け
る
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

触
れ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

　
低
当
入
換
に
つ
い
て
は
、
資
料
的
制
約
上
他
の
授
産
事
業
と
の

比
較
が
で
き
な
い
う
え
、
完
成
し
た
工
場
に
よ
る
担
保
保
全
が
な

さ
れ
て
い
る
た
め
、
と
く
に
寛
大
な
措
置
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
笠
井
ら
に
、
政
府
の
低

当
と
し
て
工
場
等
を
差
出
し
て
お
く
方
が
有
利
で
あ
る
と
い
う
判

断
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
推
察
し
う
る
。
次
に
、
償
還
期
限
の
延

期
に
つ
い
て
は
、
士
族
授
産
金
を
借
入
れ
た
事
業
の
う
ち
八
－
九

＾
1
2
）

割
が
延
期
願
を
換
出
し
、
ま
た
政
府
も
こ
の
す
べ
て
を
許
可
し
た

ば
か
り
か
、
そ
の
営
業
状
態
等
に
よ
っ
て
は
利
子
免
除
あ
る
い
は

元
金
棄
損
等
の
き
わ
め
て
寛
大
な
態
度
で
の
ぞ
ん
で
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
（
B
）

確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
社
の
出
願
が
許
可
さ
れ
た
こ

と
は
、
同
社
に
対
す
る
特
別
の
措
置
で
は
な
く
、
政
府
士
族
授
産

政
策
の
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
ユ
）
　
井
田
編
『
五
〇
年
史
』
、
六
四
－
六
五
貢
所
収
。

（
2
）
　
同
書
、
六
六
－
六
七
頁
所
収
。

（
3
）
　
『
軸
鴫
一
一
訣
幹
　
薙
録
』
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
所
蔵
、

　
掲
載
の
数
字
に
よ
っ
た
。

（
4
）
　
事
実
、
明
治
一
四
年
五
月
の
設
立
か
ら
同
一
八
年
六
月
末
ま
で

　
配
当
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
一
八
年
六
月
末
に
は
一
七
年

　
配
賦
金
と
し
て
一
七
年
度
（
明
治
一
六
年
七
月
－
同
一
七
年
六
月
）

　
分
の
配
当
一
％
を
さ
か
の
ぽ
っ
て
支
払
っ
て
い
る
。

（
5
）
　
「
（
借
入
金
の
低
当
と
す
る
た
め
の
1
－
米
倉
）
此
公
債
証
醤
借
入

　
に
付
て
も
、
数
百
円
の
謝
金
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
セ
メ
ン
ト
会

　
社
の
信
用
上
に
姜
響
困
苦
隈
り
な
く
－
－
」
、
と
『
入
換
願
』
の
本

　
文
に
あ
る
よ
う
に
、
信
用
上
の
問
魍
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
吉
川
前
掲
書
に
お
い
て
も
、
我
妻
東
策
『
明
治
社
会
政
策
史
』
、

　
三
笠
薔
房
、
一
九
四
〇
年
、
に
お
い
て
も
、
政
府
士
族
授
産
政
策
の

　
寛
大
さ
に
つ
い
て
は
共
通
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
稿
自

　
体
も
そ
の
例
証
と
な
る
筈
で
あ
る
。

（
7
）
　
前
掲
第
3
表
の
試
算
で
は
、
同
社
の
年
間
利
子
支
払
額
は
三
、

　
七
三
九
円
と
な
り
、
『
延
期
願
』
本
文
中
の
、
「
利
子
平
均
一
分
三
厘

　
（
一
割
三
分
1
1
米
倉
）
と
見
積
り
て
一
カ
年
1
1
四
千
五
百
五
十
円
」

　
と
い
う
数
字
は
、
笠
井
ら
が
過
大
に
申
謂
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
8
）
　
「
第
二
回
営
業
報
告
書
　
明
治
一
八
年
六
月
末
」
で
は
、
こ
の

　
間
の
事
惰
に
つ
い
て
、
「
（
会
社
設
立
時
点
で
“
米
倉
）
一
ド
ル
ハ
紙

　
幣
一
円
三
十
銭
位
二
下
落
ス
ル
モ
ノ
ト
予
想
シ
、
外
国
輸
入
品
一
樽

　
ハ
紙
幣
六
円
五
十
銭
ト
ナ
ル
ヲ
五
十
銭
ノ
低
価
ニ
テ
六
円
ニ
ハ
売
却
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相
成
ノ
予
纂
ナ
リ
ト
シ
モ
、
豊
図
金
紙
ノ
差
ヲ
生
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
、

　
本
社
ノ
製
品
目
今
四
円
五
十
銭
二
売
却
ス
ル
ニ
至
レ
ル
…
：
・
L
、
と

　
述
ぺ
て
い
る
。

（
9
）
　
「
第
二
回
営
業
報
告
書
　
明
治
一
八
年
六
月
末
」
、
お
よ
び
「
第

　
三
回
営
業
報
告
書
　
明
治
一
九
年
六
月
末
」
の
総
括
勘
定
（
貸
借
対

　
照
表
）
。

（
1
0
）
　
同
右
の
損
益
勘
定
（
損
益
計
算
書
）
。

（
1
1
）
　
現
在
筆
者
が
検
討
し
う
る
資
料
（
吉
川
前
掲
書
、
我
妻
前
掲
書

　
お
よ
ぴ
我
妻
『
士
族
授
産
史
』
、
三
笠
審
房
、
一
九
四
三
年
、
安
藤

　
精
一
「
福
岡
県
の
士
族
授
産
」
、
宮
本
又
次
繍
『
商
品
流
通
の
史
的

　
研
究
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
七
年
等
）
に
は
、
こ
う
し
た

　
事
例
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
吉
川
前
掲
書
　
一
九
九
頁
。

（
∬
）
　
同
響
　
一
九
九
－
二
〇
七
頁
。
我
妻
『
明
治
社
会
政
策
史
』

　
二
三
九
－
二
四
五
頁
。

四
　
士
族
授
産
金
償
遺
期
隈
の
再
延
期
と
割
引
償
還

　
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
は
松
方
デ
フ
レ
期

と
重
な
っ
た
苦
し
い
創
業
期
を
財
務
面
で
は
政
府
士
族
授
産
金
の

寛
大
な
対
応
に
よ
っ
て
切
抜
け
て
い
っ
た
。
一
方
、
需
要
開
拓
で

は
神
戸
鉄
道
局
を
中
心
と
し
た
官
需
を
独
自
に
開
拓
し
て
、
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ユ
〕

の
存
続
を
な
ん
と
か
維
持
し
て
い
た
。

　
さ
て
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
、
紙
幣
整
理
が
完
了

し
免
換
制
が
開
始
さ
れ
る
と
、
景
気
の
回
復
が
は
か
ら
れ
、
セ
メ

ン
ト
需
要
の
増
加
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
社

も
積
極
的
な
需
要
開
拓
を
開
始
し
た
。
な
か
で
も
、
国
会
開
設
に

向
け
て
国
会
議
事
堂
・
諸
官
庁
の
集
中
的
建
設
を
実
現
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
東
京
臨
時
建
築
局
総
裁
に
、
同
社
設
立
以
来
密
接

な
関
係
を
も
つ
井
上
馨
が
外
務
大
臣
兼
任
の
う
え
で
就
任
し
た
こ

　
＾
2
〕

と
は
、
同
社
に
と
っ
て
朗
報
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
笠
井
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

井
上
を
頼
っ
て
上
京
し
、
そ
の
需
要
獲
得
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。

こ
の
結
果
笠
井
は
、
東
京
臨
時
建
築
局
需
要
の
他
に
も
、
東
海
遺

幹
線
鉄
道
、
呉
・
佐
世
保
海
軍
鎮
守
府
等
の
大
需
要
が
存
在
す
る

こ
と
を
知
り
、
同
社
に
第
二
工
場
を
建
設
し
、
こ
れ
ら
の
犬
需
要

獲
得
に
万
全
の
体
制
を
期
す
こ
と
を
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の

第
二
工
場
の
建
設
は
、
そ
の
建
設
資
金
七
五
、
○
○
○
円
を
、
こ

れ
も
井
上
が
総
裁
を
兼
任
し
て
い
た
土
族
就
産
所
（
勧
業
局
分
裂

後
に
設
置
）
か
ら
借
入
れ
て
い
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
ま
さ

に
井
上
馨
の
援
助
に
よ
っ
て
実
現
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

＾
4
〕い

。
第
二
工
場
の
建
設
は
翌
二
〇
年
に
着
工
さ
れ
、
二
二
年
三
月

に
落
成
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
同
社
は
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
八
月
に
、
同
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第4表 利益処分表

利 益　　金 △4，096．117 4，892．748 11，370．540 14，063．814

（配当率） （1％） （3．5％） （3，5％） （3．5％） （3－5％）

配 当 571，500 2．OOO－250 2I000．250

（配当率） （1％） （1％）

臨 時　配　当 571．500 571．500

繰越損金償却 2I320－998 2，360．900 7，ユ86．831

一
第i創業入費償却 1，766．959 ユ，200．OOσ

発起人井役員賞与

積 立　　金 8，691，564

出典：

備考1

「第3回一第7回営葉報告書」。

（1）単位は円。

（2）年度壱ついては明治20年下半期より半期制をとoているためそのまま記入Lた。

年
七
月
か
ら
償
遺
開
姶
予
定
の
士
族
授
産
金
の
償
遼
期
隈
を
更
に

七
年
延
期
す
る
許
可
を
政
府
か
ら
う
け
て
い
た
。
こ
の
再
延
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

関
す
る
具
体
的
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
出
願
が
な
さ

れ
た
の
は
明
治
二
〇
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
の
こ
と
と
推
察
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
再
延
期
の
出
願
が
な
さ
れ
た
要
因

に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
よ
う
。
明
治
二
〇
、
二
一
年
頃
の
営
業

状
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
掲
第
2
表
よ
り
同
社
の
出
荷
高
、
出

荷
率
と
も
に
急
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
理
由

は
、
明
治
一
九
年
以
来
同
社
が
需
要
開
拓
を
す
す
め
て
き
た
東
京

臨
時
建
築
局
、
佐
世
保
海
軍
鎮
守
府
、
東
海
道
線
開
通
を
担
当
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
・
o
〕

た
神
戸
鉄
道
局
等
の
需
要
を
獲
得
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
、
第
4
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年
六
月
末
に
は
設

立
以
来
は
じ
め
て
利
益
金
を
計
上
し
、
翌
二
一
年
上
半
期
に
は
一

万
円
台
の
利
益
金
を
計
上
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
営
業
成
繍
は
創
業
期
に
比
較
し
て
好
転
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
社
は
明
治
一
九
年
一
〇
月
の
株

主
総
会
で
、
同
社
資
本
金
を
は
る
か
に
上
回
る
借
入
金
を
し
て
第

二
工
場
を
建
設
す
る
こ
と
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の

公
債
出
資
を
改
め
て
現
金
出
質
と
す
る
こ
と
を
決
議
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
同
社
は
利
益
処
分
に
お
い
て
、
出
資
公
債
の
中
心
で
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あ
っ
た
七
分
利
付
公
償
の
利
子
に
相
当
す
る
年
七
％
の
配
当
を
確

保
す
る
こ
と
と
、
そ
の
残
額
は
全
て
第
二
工
場
建
設
金
返
済
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ア
）

め
の
積
立
金
と
す
る
こ
と
を
社
則
と
し
て
決
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

前
掲
第
4
表
に
み
る
よ
う
に
、
二
〇
年
六
月
末
段
階
で
は
、
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

％
の
配
当
半
期
分
と
臨
時
配
当
お
よ
び
そ
れ
ま
で
の
損
金
の
償
却

で
手
い
っ
ぱ
い
で
、
と
て
も
借
入
金
返
済
の
積
立
金
を
計
上
で
き

る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
二
一
年
上
半
期
に
な
る
と
、
一
万
円
台

の
利
益
金
を
計
上
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
の
利
益
処
分
も
、

七
％
配
当
と
臨
時
配
当
金
を
確
保
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ま
で
の
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

金
を
一
挙
に
償
却
し
、
第
一
創
葉
入
費
の
償
却
を
開
始
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
償
却
に
つ
い
て
は
、
同
社
設
立
か
ら
五
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

年
の
間
に
倣
却
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
営
業
不
振
の
た
め

に
償
却
で
き
ず
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
こ
の
時
期
同
社
は
利
益
金
を
計
上
す
る
に
至
っ
て
は
い

る
が
、
株
主
へ
の
配
当
確
保
と
、
そ
れ
ま
で
の
損
金
、
第
一
創
業

入
費
の
償
却
に
追
わ
れ
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
一
一
月
か

ら
開
始
さ
れ
る
第
二
工
場
建
設
資
金
の
返
済
積
立
金
は
全
く
進
ん

で
い
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
二
一
年
八
月

か
ら
開
始
さ
れ
る
士
族
授
産
金
の
償
還
（
単
利
と
し
て
年
約
二
、

二
六
七
円
）
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
延
期
し
た
い
状
況
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
笠
井
は
政
府
に
対
し
て
、
七
年
間
の
償
遼
期

隈
再
延
期
を
出
願
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
、
二
一
年
八
月
三

一
日
付
で
こ
の
出
願
を
許
可
し
た
。

　
こ
の
段
階
で
の
政
府
の
許
可
は
、
前
回
の
『
延
期
願
』
の
許
可

に
較
べ
て
、
き
わ
め
て
寛
大
な
措
置
で
あ
っ
た
。
前
回
で
は
、
一

〇
年
間
の
延
期
申
講
を
三
年
に
短
縮
し
て
許
可
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、
今
回
は
そ
の
ま
ま
七
年
延
期
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
営
業
状
態
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
、
前
回
の
創
業
初
期
の
手
さ
ぐ

り
の
状
態
に
較
べ
、
今
回
は
少
な
く
と
も
営
業
利
益
を
あ
げ
て
い

る
ぱ
か
り
か
、
設
備
拡
張
さ
え
推
進
し
て
い
る
段
階
で
あ
っ
た
。

同
社
が
こ
う
し
た
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
政
府
に
対
し
て
再
延
期

を
出
願
で
き
た
背
景
に
は
、
「
た
と
ひ
償
還
能
力
を
持
っ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
も
、
殆
ん
ど
金
く
規
定
の
償
還
期
ま
で
に
返
済
し

＾
u
）

な
」
く
と
も
す
ん
だ
政
府
士
族
授
産
政
策
の
寛
大
さ
を
考
慮
し
た

笠
井
ら
経
営
者
の
判
断
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
政
府
の
許
可

に
よ
り
、
同
社
は
二
一
年
下
半
期
に
は
、
配
当
の
他
に
、
第
一
創

業
入
費
の
一
部
償
却
と
積
立
金
を
は
じ
め
て
計
上
で
き
た
う
え
、

発
起
人
並
役
員
賞
与
二
、
一
七
二
円
さ
え
も
支
払
う
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
三
月
、
政
府
は
そ
れ
ま
で

の
政
府
貸
付
金
整
理
の
方
針
を
閣
議
決
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

翌
年
末
に
は
政
治
形
態
を
根
本
的
に
改
変
す
る
国
会
が
開
設
さ
れ

る
こ
と
と
、
政
府
の
歳
入
出
・
会
計
予
算
を
拘
東
す
る
会
計
法
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

実
施
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
貸
付
金
整
理
に
は
士
族
授
産

金
の
整
理
も
含
ま
れ
、
同
年
七
年
に
は
『
士
族
勧
業
資
本
金
処
分

＾
螂
）

内
則
』
（
以
下
『
処
分
内
則
』
）
が
制
定
さ
れ
た
。
前
年
八
月
に
償

還
期
限
の
再
延
期
許
可
を
う
け
た
同
社
に
と
っ
て
、
こ
の
整
理
は

突
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
処
分
内
則
』
白
体
は

貸
付
金
の
回
収
を
目
的
と
す
る
よ
り
も
、
形
式
的
に
何
ら
か
の
か

た
ち
で
貸
付
金
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

　
＾
u
）っ

た
。
そ
の
た
め
、
返
納
法
に
お
い
て
は
、
元
金
の
大
部
分
を
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ど

掘
す
る
年
賦
一
割
利
引
法
、
あ
る
い
は
事
業
の
景
況
に
よ
っ
て
は

金
額
棄
摘
等
の
き
わ
め
て
寛
大
な
処
分
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
も
同
年
九
月
に
、
『
拝
借
金
返
納
ノ

　
　
＾
蝸
）

件
二
付
願
』
を
政
府
に
提
出
し
、
第
二
工
場
建
設
費
の
予
算
超
過

を
理
由
に
、
年
賦
一
割
利
引
法
の
中
で
最
も
緩
や
か
な
返
納
年
賦

数
九
〇
カ
年
に
よ
る
一
時
返
納
を
卒
講
し
た
。
政
府
は
同
年
二
一

月
に
こ
の
申
請
を
許
可
し
、
九
〇
力
年
一
割
利
引
法
に
よ
っ
て
、

貸
付
金
二
五
、
O
O
○
円
の
う
ち
僅
か
二
、
七
七
七
円
二
五
銭
を
一

時
上
納
さ
せ
る
こ
と
で
貸
付
金
の
全
額
皆
済
を
認
め
た
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
同
社
は
士
族
授
産
金
二
五
、
○
○
○
円
を
九
年
間

無
利
息
の
ま
ま
借
入
れ
、
最
終
的
に
は
元
金
の
一
割
強
を
一
時
返

納
す
る
こ
と
で
全
額
皆
済
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
時
上

納
に
よ
っ
て
、
同
社
は
第
二
工
場
建
設
資
金
七
五
、
○
○
○
円
の

返
済
だ
け
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
、
第
一
次
設
備
拡

張
期
に
入
っ
た
同
社
に
と
っ
て
政
府
の
寛
大
な
措
置
は
非
常
に
重

要
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
こ
う
し
た
政
府
の
寛
大
な
措
置
は
、
『
処
分
内
則
』
の

方
針
が
示
す
よ
う
に
、
同
社
に
隈
ら
れ
た
措
置
で
は
な
く
、
全
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

の
授
産
事
業
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
ユ
）
　
井
田
編
『
五
〇
年
史
』
　
八
九
頁
に
、
「
製
造
高
の
大
都
分
は
神

　
　
戸
局
納
め
と
な
り
、
見
や
う
に
依
つ
て
は
、
神
戸
鉄
遣
局
が
我
社
の

　
　
存
続
を
維
持
し
た
と
書
は
れ
な
い
で
も
な
か
つ
た
」
と
述
ぺ
て
あ
る

　
　
よ
う
に
、
明
治
一
八
、
一
九
年
の
総
出
荷
中
六
割
強
が
神
戸
鉄
遺
局

　
　
納
め
で
あ
っ
た
。

　
（
2
）
　
村
松
貞
次
郎
『
お
雇
い
外
国
人
∬
－
建
築
・
土
木
』
、
鹿
島
出

　
　
版
会
、
一
九
七
六
年
、
五
一
－
八
三
頁
。

　
（
3
）
　
「
第
三
回
営
業
報
告
書
　
明
治
一
九
年
六
月
未
」
。

　
（
4
）
　
第
二
工
場
建
設
の
直
接
の
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
井
上
が
総
裁

　
　
を
し
て
い
た
東
京
臨
時
建
築
局
の
需
要
獲
得
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第

　
　
二
工
場
建
設
の
た
め
の
ド
イ
ツ
人
技
師
は
外
務
大
臣
井
上
の
名
で
契
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、
’
，

、

　
　
　
　
し

（ユ33）政府士族授産政策と小野困セメント

　
約
さ
れ
同
社
に
貸
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
詳
し
い
考
察
に
つ

　
い
て
は
、
拙
稿
「
小
野
田
セ
メ
ン
ト
に
お
け
る
士
族
授
産
企
業
脱
皮

　
過
程
」
、
米
川
伸
一
・
平
田
光
弘
編
『
企
業
活
動
の
理
諭
と
歴
史
』
、

　
千
倉
書
房
、
一
九
八
二
年
刊
行
予
定
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
「
第
七
回
営
業
報
告
書
　
明
治
二
一
年
下
半
期
」
に
は
、
政
府

　
か
ら
七
年
間
の
再
延
期
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
だ
け
述
ぺ
て
あ
り
、
出

　
願
内
容
、
出
願
年
月
日
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
6
）
　
『
セ
メ
ン
ト
製
造
樽
数
・
セ
メ
ン
ト
売
却
数
附
取
簿
』
、
小
野
田

　
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
所
蔵
、
に
よ
る
と
、
明
治
二
〇
年
の
総
出
荷
中
、

　
佐
世
保
海
軍
鎮
守
府
三
九
・
五
％
・
神
戸
鉄
適
局
二
〇
・
五
％
、
東
京

　
臨
時
建
築
周
一
九
・
五
％
と
、
こ
の
三
需
要
で
全
体
の
七
九
・
五
％
を

　
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
翌
二
一
年
上
半
期
の
出
荷
高
中
、

　
こ
の
三
需
要
が
占
め
る
割
合
は
六
三
・
九
％
で
あ
っ
た
。

（
7
）
　
「
第
四
回
営
業
報
告
書
　
明
治
二
〇
年
六
月
末
」

（
8
）
　
臨
時
配
当
一
％
と
は
、
明
治
一
八
年
度
（
明
治
一
七
年
七
月
－

　
同
一
八
年
六
月
）
、
同
一
九
年
度
、
同
二
〇
年
度
に
お
い
て
約
束
さ

　
れ
て
い
た
二
・
八
％
の
配
当
が
出
現
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
過
去
に

　
さ
か
の
ぼ
っ
て
年
一
回
の
配
当
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
藤
津

　
清
治
「
設
備
質
産
と
積
立
金
（
一
）
」
、
『
ピ
ジ
ネ
ス
レ
ピ
ュ
ー
』
、

　
第
二
三
巻
第
二
号
、
一
九
七
五
年
、
四
八
頁
）
。

（
9
）
　
第
一
創
業
入
費
と
は
、
同
社
創
立
に
際
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用

　
を
さ
す
が
、
経
営
者
お
よ
ぴ
職
員
の
給
料
お
よ
ぴ
借
入
金
利
子
等
が

　
舎
ま
れ
て
お
り
、
現
在
の
創
立
費
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
第
一
と
な

　
っ
て
い
る
の
は
、
第
ニ
エ
場
建
設
に
際
し
て
、
第
二
創
業
入
費
な
る

　
費
目
が
設
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
（
藤
津
同
稿
　
四
八
－
四
九
頁
）
。

（
1
0
）
　
『
セ
メ
ン
ト
製
造
会
社
規
則
』
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
所

　
蔵
、
第
三
条
第
五
節
。

（
u
）
　
我
妻
『
明
治
社
会
政
策
史
』
、
二
四
〇
頁
。

（
1
2
）
　
吉
川
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁
。

（
1
3
）
　
同
書
、
二
〇
一
－
二
〇
二
頁
所
収
。

（
1
4
）
　
同
普
、
一
九
九
－
二
〇
六
頁
。
我
妻
前
掲
書
、
二
三
九
－
二
四

　
五
頁
。

．
（
1
5
）
　
年
賦
一
割
利
引
法
と
は
、
元
金
に
対
し
て
一
割
利
率
を
複
利
計

　
算
に
よ
り
年
賦
数
に
応
じ
て
差
引
く
方
法
で
あ
り
、
年
賦
数
が
長
く

　
な
る
に
つ
れ
て
元
金
の
大
部
分
が
棄
損
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
『
処
分
内
則
』
で
は
、
四
〇
年
以
上
九
〇
年
以
下
の
年
賦
数
が
事
業

　
の
景
況
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
（
吉
川
前
摺
書
、

　
二
〇
三
－
二
〇
六
頁
）
。

（
1
6
）
　
和
田
編
『
五
〇
年
史
』
、
一
〇
六
頁
所
収
。

（
〃
）
　
吉
川
前
掲
書
、
二
〇
六
頁
の
試
算
に
よ
る
と
、
明
治
二
二
年
末

　
ま
で
に
整
理
さ
れ
ず
に
い
た
士
族
授
産
金
総
額
約
四
八
二
万
円
の
う

　
ち
約
四
四
五
万
（
九
二
・
三
％
）
が
年
賦
一
割
利
引
法
あ
る
い
は
全

　
額
棄
掘
に
よ
っ
て
、
政
府
の
損
失
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

結

　
以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
我
国
最
初
の
民
間
セ
メ
ン
ト
製

造
企
業
小
野
田
セ
メ
ン
ト
に
と
っ
て
、
会
社
の
創
立
・
工
場
建
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設
・
創
業
期
さ
ら
に
は
同
社
発
展
の
第
一
歩
と
も
な
る
第
二
工
場

建
設
期
等
の
各
段
階
に
お
け
る
政
府
士
族
授
産
政
策
の
果
た
し
た

役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
同
社
の
企
業
と
し
て
の
基

礎
は
士
族
授
産
政
策
に
依
存
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
埋
言
で
は
あ

る
ぎ
い
。
ま
た
、
同
社
か
ら
み
た
政
府
士
族
授
産
政
策
の
対
応
も
、

従
来
の
研
究
史
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
極
め
て
寛
大
な
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
社
に
対
す
る
政
府
士
族
授
産
攻
策
の
対
芯

の
中
心
は
、
士
族
授
産
金
貸
付
け
の
寛
大
な
運
用
と
、
そ
れ
に
と

も
な
う
技
術
指
導
で
あ
り
、
企
業
の
再
生
産
の
基
盤
で
あ
る
需
要

開
拓
に
対
す
る
政
策
的
対
応
の
事
実
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
、

セ
メ
ン
ト
製
造
業
の
よ
う
な
移
植
さ
れ
た
産
業
部
門
の
民
業
創
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

者
が
直
面
す
る
最
大
の
課
題
は
需
要
の
開
拓
で
あ
り
、
そ
れ
に
対

す
る
政
策
的
対
応
を
欠
い
て
い
た
政
府
士
族
授
産
政
策
が
同
社
の

そ
の
後
の
発
展
を
も
保
証
す
る
一
義
的
契
機
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
む
し
ろ
、
士
族
授
産
政
策
に
よ
っ
て
創
業
期
の
基
礎
を
固

め
た
同
社
が
、
明
治
二
〇
年
代
に
入
っ
て
成
立
し
て
く
る
日
本
資

本
主
義
市
場
に
お
い
て
如
何
に
需
要
を
獲
得
し
、
企
業
発
展
の
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

機
を
把
え
て
い
く
の
か
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
犬
江
志
乃
夫
『
日
本
の
産
業
革
命
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五

　
年
、
一
七
二
貢
。

（
2
）
　
し
た
が
っ
て
、
同
社
が
そ
の
後
発
展
し
今
日
ま
で
存
続
し
て
い

　
る
こ
と
を
理
由
に
・
同
社
を
士
族
授
産
企
業
と
し
て
の
所
謂
「
成
功

　
例
」
と
断
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
府
士
族
授
産
政
策
の
成
否
を
決

　
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
企
業
を
と
り
ま
く
発
展
あ
る
い
は
破
綻

　
の
要
因
は
複
雑
か
つ
多
元
的
で
あ
り
、
士
族
授
産
政
策
を
含
む
殖
産

　
興
業
政
策
等
の
上
か
ら
の
動
向
ぱ
か
り
で
な
く
、
そ
う
し
た
政
策
に

　
対
応
す
る
産
業
賢
本
自
体
の
個
別
呉
体
的
研
究
が
必
要
と
な
り
て
い

　
る
こ
と
は
書
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
個
別
研
究
の
私
重
ね
に
よ

　
っ
て
諸
要
因
の
意
義
お
よ
ぴ
位
置
関
係
が
明
確
と
な
り
、
企
業
の
実

　
像
が
具
体
的
な
姿
を
も
つ
に
至
る
と
い
え
る
。

　
　
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
政
府
士
族
授
産
政
策
と
小
野
固
セ
メ
ン
ト

　
と
の
関
連
の
み
を
扱
っ
た
基
礎
的
な
作
業
で
あ
り
、
今
後
更
な
る
研

　
究
の
深
化
に
よ
っ
て
、
同
政
策
と
同
社
の
関
係
が
同
社
発
展
の
諸
要

　
因
の
中
で
も
う
一
度
相
対
的
に
再
確
認
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
る
ま
い
。

　
な
お
、
次
の
課
魑
と
し
て
、
政
府
士
族
授
産
政
策
に
よ
っ
て
創
業
期

　
の
基
礎
を
固
め
た
同
社
が
、
明
治
二
〇
年
代
に
如
何
に
需
要
の
開
拓

　
を
す
す
め
、
企
業
発
展
の
契
機
を
把
え
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

　
前
掲
の
拙
稿
「
小
野
因
セ
メ
ン
ト
に
お
け
る
士
族
授
産
企
業
脱
皮
過

　
程
」
、
を
併
読
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
挙
院
博
士
課
程
）
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